
議 案 第 ３ ６ 号

財 産 の 無 償 譲 渡 に つ い て

伊 丹 市 立 サ ン シ テ ィ ホ ー ル 内 に 設 置 さ れ て い る パ イ プ オ ル ガ ン を

楽 器 と し て 有 効 に 活 用 す る た め ， 別 記 の と お り 財 産 を 無 償 譲 渡 す る 。

よ っ て ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第

６ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

議３６



記

１ 財 産 の 表 示

物 品 パ イ プ オ ル ガ ン

所 在 伊 丹 市 中 野 西 １ 丁 目 １ ４ ８ 番 地 の １

（ 伊 丹 市 立 サ ン シ テ ィ ホ ー ル 内 ）

２ 譲 渡 の 相 手 方

住 所 ベ ト ナ ム 社 会 主 義 共 和 国 ハ ノ イ 市 ホ ア ン キ エ ム 区 ハ

ン チ ョ ン 地 区 ニ ャ ー チ ュ ン 通 り ４ ０ 番

名 称 ハ ノ イ カ テ ド ラ ル 聖 ヨ セ フ 大 聖 堂

代 表 者 教 区 司 祭 グ エ ン ヴ ァ ン タ ン

３ 譲 渡 の 条 件

譲 受 人 に お い て ， パ イ プ オ ル ガ ン を 楽 器 と し て 有 効 に 活 用 す

る と と も に ， 譲 渡 に 関 し 必 要 な 一 切 の 費 用 を 負 担 す る も の と す

る 。

（ 参 考 ）

譲 渡 期 日 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日

議３６-２＊




